
　土地･家屋以外の事業用資産(償却資産)は、申告が義務付
けられています。申告に漏れや誤りがあった場合、過年度分
までさかのぼって修正申告を求めますので、十分確認してく
ださい。
　虚偽の申告や不申告、調査拒否には、罰則が設けられてい
ます。
【申告期間】令和8年1月5日(月)～2月2日(月)
【提出先】資産税課(市役所本庁2階)、各支所
【対象となる償却資産】

●法人税や所得税の損金、または必要経費に算入される減価
償却資産(法人税や所得税が課税されない個人、法人が所有す
るものを含む)
●減価償却済みの資産
●テナント入居者などが事業用として取り付けた内装や設備
※無形償却資産や自動車税、軽自動車税の課税対象を除く。

● 償却資産の実地調査を行なっています
　申告の漏れや誤りを防ぐため、市内の全事業者を対象に
実地調査を行なっています。資産台帳などの提出や現物照
合調査などをお願いすることがあります。

償却資産の申告を忘れずに！

■■問資産税課(■■TEL 0848-67-6039■■FAX 0848-67-5934)

令和8年度固定資産税

● 12月中に申告書が届かない場合は連絡を

■■問 広島県水道広域連合企業団 三原事務所 
工務維持課
(■■TEL 0848-64-2294■■FAX 0848-64-2135)
※必ず市外局番からおかけください。

●水道管の凍結を防ぐには
　メーターボックスの中に、布や新聞紙などを入れたビニール袋を詰め
て保温しましょう。
　露出した水道管にはビニールテープで保温材や布･毛布を巻き付けま
しょう。
●水道管が凍結してしまったら
　タオルなどの布をかぶせた上から、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かし
ましょう。急に熱湯をかけると蛇口や水道管が破裂することがあります。
●蛇口や水道管が破裂したら
　止水栓を閉め、指定工事事業者に修理を依頼してください。

　水道管が凍結すると、水が出なくなったり、管が破裂したりするこ
とがあります。寒さが厳しくなる前に対策をしましょう。

水道管を凍結から守って 保温材
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◆ みはら環境写真･絵画コンテスト(応募総数693点)

◆きれいな三原まちづくり表彰

◆動物絵画コンクール
(応募総数627点)

市長賞「動物とわたし」
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みはら環境写真･絵画コンテスト、動物絵画コンクール、
きれいな三原まちづくり表彰の入賞者･受賞者決定

■■問生活環境課
(■■TEL 0848-67-6194
■■FAX 0848-64-4103)
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障害がある人も
そうでない人も 相談窓口

気になることが話せる

～小さな心配や大きな不安の解消は、話すことから始まります~

障害のある人が暮らしやすいまちは、みんなが暮らしや
すいまちです。障害のある人がその人らしく”普通”に暮ら
せるまちを一緒につくっていきましょう。

■■TEL 0848-67-6055
■■TEL 0848-67-6061
■■TEL 0848-67-6060
■■FAX 0848-64-2130

高 齢 者

こ ど も

障 害 者

■■TEL 0848-67-4568
■■TEL 0848-67-6053
■■TEL 0848-36-6250

生活・困窮

健康・こころ

ひきこもり

お電話は
こちら

WEBは
こちら

それぞれの福祉の相談窓口

障害に関する専門家が対応

ドリームキャッチャー、ドリームキャッチャー、
さ・ポートさ・ポート

障害者相談窓口

地域の皆さまへ

障害者相談支援専門員や精神保健福祉士などの専門
職が相談に応じます。各支所で「障害者なんでも相談」

（場所と日時は12ページへ）を行なっています。障害者
手帳を持っていない人や、診断を受けていない人、家族
だけの相談もできます。まずは、予約してください。

●障害者生活支援センター ドリームキャッチャー
　■■TEL 0848-63-3319　■■FAX 0848-63-3359
●地域生活支援センター　さ･ポート
　■■TEL 0848-62-1736　■■FAX 0848-62-1737

相
談
窓
口

Vol.3

入院中に障害者手帳というものがあ
ると知りました。取得するとどんな支
援が受けられますか。

相談
1

障害者手帳の種類や等級などによって変
わります。受けられる支援制度や、地域での
暮らしに役立つ支援を紹介するので、安心し
てください。

回答
1

知り合いに障害のある人がいるけ
れど、どう関わったらよいか分かりま
せん。

相談
２

関わり方についてどのような不安をお持
ちなのか、話を伺いながら一緒に考えていき
ます。

回答
２

自分も年をとってきて、一緒に暮ら
す障害のある子どもの将来を相談し
たい。

相談
３

親御さんやお子さんのお話を聞きながら、
お子さんが自分らしく暮らせる方法を一緒
に考えましょう。

回答
３

働きたい気持ちがあるけれど、すぐ
に働くのは不安がある…

相談
４

いろいろな働き
方や働くための支
援があります。まず
は、ご相談ください。

回答
４

困りごとや不安を、困りごとや不安を、
ひとりで抱えずひとりで抱えず
相相談談ししててくくださださいい

「困っていることは、相談していいこと」
　今回紹介した窓口以外にも、地域にはさまざま
な相談先があります。ひとりで抱え込まず、まずは
相談してください。
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